
 職場を元気に応援する 

フクシマ社労士法人だより 

 

 

 

 

来年（2024 年）4 月から労働条件の明示のルールが変わります！ 
  

   2024 年４月より労働契約の締結時・更新時の労働条件明示事項が追加されます。 

   来年春からの新たな運用に向けて、今から内容を確認しておきましょう。 

 

すべての労働者に対する明示事項 

 ●就業の場所・業務の変更の範囲の明示（労働基準法施行規則 5 条の改正） 

   すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇入れ直後」の就業場所・ 

   業務の内容に加えて、これらの「変更の範囲（将来の配置転換などによって変わり得る就業場所・ 

業務の範囲）」についても明示が必要になります。 

 

 

有期契約労働者に対する明示事項 

 ●更新上限の明示（労働基準法施行規則 5 条の改正） 

   有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限（有期労働契約の通算契約期間 

又は更新回数の上限）の有無と内容の明示が必要になります。 

 

   更新上限を新設・短縮する場合の説明 

    ⇒ 下記の場合は、あらかじめ説明することが必要になります。 

       ① 最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合 

       ② 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合 

 

 ●無期転換申込機会の明示（労働基準法施行規則 5 条の改正） 

   「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨（無 

期転換申込機会）の明示が必要になります。 

※初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたび 

に、今回の改正による無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。 

 

 ●無期転換後の労働条件の明示（労働基準法施行規則 5 条の改正） 

   「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要に 

なります。 

   ※「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の賃金等の労働条件を決定するに当たって、他の通常 

の労働者（正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者）とのバランスを考慮した事項（例：業務の 

内容、責任の程度、異動の有無・範囲など）について、有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。 

 

   ～ 賃 金 の デ ジ タ ル 払 い ～ 

 

労働基準法では、賃金は現金払いが原則ですが、労働者が同意した場合、銀行口座などへの賃金の振り込みが認

められてきました。キャッシュレス決裁の普及や送金手段の多様化のニーズに対応するため、労働者が同意した

場合には、一部の資金移動業者（厚生労働省が指定した資金移動業者（●●Pay など）のみ）の口座への賃金支

払いも認められることになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ★注意事項等 

    ・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金支払いはできません（認められません）。 

    ・労働者が希望しない場合にはデジタル払いはできません。また、希望しない労働者にデジタル払い 

     を強制してはいけません。 
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トピックス 今は 2023 年！ 


